
　2012（平成24）年３月に、政府が平成24年

通常国会（第180回国会） に提出した「子ども・

子育て関連３法案」は、国会審議等による修

正等を経て、同年８月10日に成立し、８月22

日に公布された。成立した「子ども・子育て

支援法」、「就学前の子どもに関する教育、保

育等の総合的な提供の推進に関する法律の一

部を改正する法律」及び「子ども・子育て支

援法及び就学前の子どもに関する教育、保育

等の総合的な提供の推進に関する法律の一部

を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備

等に関する法律」の子ども・子育て関連３法

に基づく、 子ども ・ 子育て支援新制度（以下、

「 新制度」という。）は 、社会保障 ・税一体

改革の一項目として、消費税率の引き上げに

よる財源の一部を得て実施されるものであ

り、早ければ消費税率が10％に引き上げられ

る予定の2015（平成27）年度から本格施行さ

れる予定である。

　新制度の成立に至る検討の経緯、新制度の

概要等は以下のとおりである。

　現在、我が国では出生率の低下に伴い少子

化が進んでいる。

　子どもや子育てをめぐる環境は厳しく、核

家族化や地域のつながりの希薄化により、子

育てに不安や孤立感を覚える家庭も少なくな

い。また、保育所に子どもを預けたいと考え

ていても、希望する保育所が満員であること

等から、多くの待機児童が生じていることや、

仕事と子育てを両立できる環境の整備が必ず

しも十分でないこと等が問題となっており、

そうした状況を前に、子どもが欲しいという

希望を叶えられない人も多い。

　もとより、幼児教育や保育は、生涯にわた

る人格形成の基礎を培う上で重要なものであ

り、質の高い幼児教育や保育を地域のニーズ

に応じて、総合的に提供することが重要であ

る。

　これらの課題に対処し、子どもが欲しいと

いう希望が叶い、子育てをしやすい社会にし

ていくためにも、国や地域を挙げて、子ども

や家庭を支援する新しい支え合いの仕組みを

構築することが求められている。

　こうした要請を受けて、政府では幼保一体

化を含む新たな子育て支援の制度について検

討を行うため、関係閣僚を構成員とする検討

会議を開催すること、その下に関係府省の副

大臣、政務官からなる作業グループを置くこ

とを2010（平成22）年１月に少子化社会対策

会議において決定した。同年９月からは作業

グループの下に、有識者、保育・幼稚園関係

者、地方公共団体、事業主代表、労働者代表、

子育て当事者などの参画を得て、「基本制度」 、

「 幼保一体化」及び 「 こども指針 （ 仮称）」

の３つのワーキングチームを開催し、制度の

具体的な検討を進めた。計35回にわたるワー

キングチームでの議論のとりまとめとして、

2012（平成24）年２月に「子ども・子育て新

システムに関する基本制度とりまとめ」を公

表し、同年３月には、 それを受けて、「子ども・

子育て新シス テムに関する基本制度」 等を少

子化社会対策会議において決定した。

　それらに基づき、政府は、社会保障・税一

体改革関連法案として「子ども・子育て支援

法案」、「総合こども園法案」、「子ども・子育

て支援法及び総合こども園法の施行に伴う関

係法律の整備等に関する法律案」 の３法案を、

税制抜本改革関連法案等とともに2012年３月

30日に平成24年通常国会（ 第180回国会）に

提出した。

新たな子育て支援制度の
検討の背景1

新たな子育て支援制度の
検討の経緯と法案提出2
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　国会に提出された３法案の審議は、2012（平

成24）年５月から衆議院において開始された。

　その後、衆議院での審議及び2012年６月15

日の自民党・公明党・民主党の３党による社

会保障・税一体改革（社会保障部分）に関す

る実務者間会合においてとりまとめられた

「社会保障・税一体改革に関する確認書」を

踏まえて、 「子ども・ 子育て支援法案」及び「子

ども・子育て支援法及び総合こども園法の施

行に伴う関係法律の整備等に関する法律案」

に対する議員修正案が提出されるとともに、

新たな議員立法として「就学前の子どもに関

する教育、保育等の総合的な提供の推進に関

する法律の一部を改正する法律案」が提出さ

れた。

　これらの３法案は、2012年６月26日に衆議

院において可決された後、同年８月10日に参

議院において可決・成立し 、「 子ども ・子育

て支援法」、「就学前の子どもに関する教育、

保育等の総合的な提供の推進に関する法律の

一部を改正する法律」及び「子ども・子育て

支援法及び就学前の子どもに関する教育、保

育等の総合的な提供の推進に関する法律の一

部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整

備等に関する法律」として同年８月22日に公

布された。

　新制度の主なポイントは以下の３点である。

　一点目は、認定こども園、幼稚園、保育所

を通じた共通の給付である「施設型給付」及

び小規模保育、家庭的保育等への給付である

「地域型保育給付」の創設である。

　これまで、幼稚園、保育所に対する財政措

置は学校教育の体系、福祉の体系として別々

になされてきたが、新制度では、認定こども

園、幼稚園、保育所に共通の給付である「施

設型給付」を創設し、財政支援を一本化する

こととしている。

　また、 新たな給付である 「地域型保育給付」

を創設し、６人以上19人以下の子どもを預か

る 「 小規模保育」、５人以下の子どもを預か

る 「 家庭的保育（ 保育ママ）」や子どもの居

宅において保育を行う 「 居宅訪問型保育」、

従業員の子どものほか地域の子どもを保育す

る「事業所内保育」の４つの事業について財

政支援の対象とすることとした。

　こうした多様な保育を財政支援の対象とす

る「地域型保育給付」 を創設することにより、

特に待機児童が多く、施設を新設する場所を

確保することが困難な都市部における保育の

量の拡大と、子どもの数が減少傾向にあり施

設の維持が困難である地域や、施設までの距

離が遠いなど利用が困難な地域における保育

の確保が可能となる。

　さらに新制度では、給付の創設に併せて、

従来の保育所などの認可制度の改善を行い、

客観的な認可基準に適合し、必要な条件を満

たす場合には、欠格事由に該当する場合や需

給調整が必要な場合を除き、原則として認可

するという透明性の高い認可の仕組みとする

ことで、特に大都市部での保育需要の増大に

機動的に対応することとしている。市町村は、

認可施設・事業に対し、施設等の利用定員を

定めるなどの「確認」を行い、給付を実施す

ることとなる。

　二点目は、認定こども園制度の改善である。

認定こども園は、保護者の就労状況等に関わ

らず、そのニーズに合わせて子どもを受け入

れ、幼児期の学校教育・ 保育を一体的に行う、

幼稚園と保育所の両方の機能を併せ持った施

設である。また、子育ての不安に対する相談

を受けることや、親子の集まる場所を提供す

るなど、地域の子ども・子育て支援の役割も

果たすことが期待されている。認定こども園

制度は2006（平成18）年に創設されたもので

あるが、利用者から高い評価を受ける一方で、

これまでの制度では、学校教育法に基づく幼

稚園と児童福祉法に基づく保育所という２つ

国会審議における法案の
修正等と成立3

新制度の主なポイント4
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の制度を前提にしていたことによる、認可や

指導監督等に関する二重行政の課題などが指

摘されてきた。

　今回の制度改正では、認定こども園の類型

の一つである「幼保連携型認定こども園」を、

学校及び児童福祉施設の両方の法的位置づけ

をもつ単一の認可施設とし、認可や指導監督

等を一本化することなどにより、二重行政の

課題などを解消し、その設置の促進を図るこ

ととしている。また、財政措置についても、

「幼保連携型」 以外の「幼稚園型」 「保育所型」

「地方裁量型」を含む４類型すべてが「施設

型給付」の対象となる。

　三点目は、地域の子ども・子育て支援の充

実である。保育が必要な子どものいる家庭だ

けでなく、全ての家庭を対象に地域のニーズ

に応じた多様な子育て支援を充実させるた

め、市町村は事業計画を策定し、その計画に

基づき、保護者が地域の教育・保育、子育て

支援事業等を円滑に利用できるよう情報提

供・助言等を行う利用者支援や、子育ての相

談や親子同士の交流ができる地域子育て支援

拠点、一時預かり、放課後児童クラブなど、

市町村が行う事業を新制度では「地域子ども・

子育て支援事業」として法律上に位置づけ、

財政支援を強化して、その拡充を図ることと

している。

　新制度は、これらの取組により、質の高い

幼児期の学校教育・保育を総合的に提供し、

地域の子ども・子育て支援を充実させ、子育

てがしやすい社会を実現するものである。

　新制度では、基礎自治体である市町村が実

施主体となり、地域における幼児教育・保育

及び子育て支援についての需要を把握し、そ

の需要に対する子ども・子育て支援の提供体

制の確保等を内容とする事業計画 （「 市町村

子ども ・子育て支援事業計画 」）を策定し、

計画に基づいて「施設型給付」 等の給付や「地

新制度の実施主体5

子ども・子育て関連３法の趣旨と主なポイント第1-2-4図

出典：内閣府資料

◆３法の趣旨
自公民３党合意を踏まえ、保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認
識の下に、幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進

◆主なポイント
○認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付（「施設型給付」）
　及び小規模保育等への給付（「地域型保育給付」）の創設
　 ＊地域型保育給付は、都市部における待機児童解消とともに、子どもの数が減少傾向にある地域における保育機能の

　 　確保に対応

○認定こども園制度の改善（幼保連携型認定こども園の改善等）

　 ・幼保連携型認定こども園について、認可・指導監督の一本化、学校及び児童福祉施設としての法的位置づけ

　 ・既存の幼稚園及び保育所からの移行は義務づけず、政策的に促進

　 ・幼保連携型認定こども園の設置主体は、国、自治体、学校法人、社会福祉法人のみ

　 ・認定こども園の財政措置を「施設型給付」に一本化

○地域の実情に応じた子ども・子育て支援（利用者支援、地域子育て支援拠点、

　放課後児童クラブなどの「地域子ども・子育て支援事業」） の充実
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域子ども・子育て支援事業」を計画的に実施

することとしている。その上で、都道府県は

「都道府県子ども・子育て支援事業支援計画」

を作成するなど市町村による子ども・子育て

支援策の実施を国と都道府県が重層的に支え

る仕組みとしている。

　 新制度において、「 施設型給付」の対象と

なる認定こども園 、幼稚園 、保育所や 、「地

域型保育給付」の対象となる小規模保育等の

事業を利用するに当たっては、保護者は市町

村に対して、給付を受ける資格があること、

及び子どもの年齢（満３歳以上又は未満の別）

や保育の必要性の有無による区分に該当する

ことについての認定の申請を行い、認定を受

けることとなる。

　申請を受けた市町村は、申請を行った保護

者の子どもが、保育を必要とする場合に該当

すると認めるときは、上記の認定と併せて、

その保護者の子どもの保育必要量（施設型給

付等を支給する保育の量）の認定も行う。な

お、市町村は、新制度においては、申請のあっ

た子どもについての入所決定とは別に保育の

必要性の認定を行い、認定証を交付する。

　認定を受けた保護者は、 市町村の関与の下、

施設・事業等を選択し契約を行うこととなる

が、市町村は新制度の下でも、保育所での保

育の実施義務を負い、保育所以外の保育（認

定こども園や小規模保育等）についても必要

な保育を確保する義務を負うことから、当分

の間、「 保育を必要とする 」との認定を受け

た子どもについては、市町村が保護者からの

利用の申し込みを受けて利用調整を行い、利

用可能な施設・事業者のあっせん等を行うほ

か、施設・事業者に対して、その子どもが利

用できるよう要請を行うこととなる。なお、

保護者が私立保育所を利用する場合には、保

護者と市町村が契約を行う形となる。

　新制度は、社会保障・税一体改革の一項目

であり、これまで高齢者３経費（基礎年金、

老人医療、介護）とされていた国分の消費税

収の使途を、社会保障４経費（年金、医療、

介護、少子化対策）として子育て分野にも拡

大し、その財源を得て本格施行されるもので

ある。

　具体的には、2015（平成27）年10月に予定

されている消費税率10％への引き上げにより

社会保障の充実の財源に充てられる 2.7兆円

のうち 0.7兆円程度を新制度に充てることと

され、それにより保育等の量的拡大や質の改

善を図ることとしている。

　ま た、「 社会保障・税一体改革に関する確

認書」や、子ども・子育て関連３法に対する

参議院の附帯決議においては、幼児教育・保

育・子育て支援の質・量の充実を図るために

は、１兆円超程度の財源が必要であり、消費

税率の引き上げにより確保する 0.7兆円程度

以外の0.3兆円超の確保について 、最大限努

力するものとする旨の記述が盛り込まれてい

る。

　新制度では、子ども・子育て支援法上の事

務の企画立案から執行までを一元的に内閣府

が所管するとともに、認定こども園制度も内

閣府が所管することとなる。そのため内閣府

に、それに対応した組織として「子ども・子

育て本部」を設置し、新制度の一元的な実施

体制を整備することとしている。一方で、学

校教育法体系及び児童福祉法体系との整合性

の確保の観点から、文部科学省、厚生労働省

とも連携しながら事務を実施することとなる。

施設・事業等の利用手続き
と市町村の役割6

費用負担7

新制度の施行に当たっての
政府の推進体制の整備8
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　新制度では、有識者、地方公共団体、子育

て当事者、子育て支援当事者などが子育て支

援の政策プロセス等に参画・関与できる仕組

みとして、国に「子ども・子育て会議」を設

置することとしている。同会議は、2013（平

成25）年４月に内閣府に設置され、子ども・

子育て支援の意義や市町村・都道府県が作成

する事業計画の記載事項等について定める

「基本指針」及び各種の基準等について、順

次検討を行っている。

　また、子ども・子育て支援法では市町村、

都道府県においても、新制度の実施に関し調

査審議等を行うための審議会その他の合議制

の機関を置くよう努めることとされている。

市町村、都道府県における審議会その他の合

議制の機関の設置については、政府が提出し

た法案では、「 置くことができる」とされて

いた規定が、国会審議等を経て 、「 置くよう

努めるものとする」という規定に修正された

ものであり、市町村、都道府県における子ど

も・子育て支援施策について、多くの関係者

の参画を得て進めていくため、その設置が望

まれるものである。

　新制度は、先述の通り、2015（平成27）年

10月に予定されている消費税率10％への引き

上げによる財源を得て本格施行するものであ

り、早ければ2015年４月に本格施行される予

定である。

　本格施行に先立ち、2013（平成25）年度に

は国の「子ども・子育て会議」において、基

本指針や幼保連携型認定こども園の認可基

準、「 施設型給付」や 「 地域型保育給付」の

対象となる施設・事業者の確認基準等につい

ての検討が開始された。その内容を踏まえ、

市町村では事業計画の策定や条例の制定等を

行い、2014（平成26）年秋以降、保育の必要

性の認定や認定こども園 ・幼稚園の園児募集、

保育所への入所手続などの事務が行われるこ

ととなる。

　なお、消費税率が８％に引き上げられる予

定とされている2014年度からは、新制度の円

滑な施行を図るため、待機児童が多い市町村

において「保育緊急確保事業」が行われるこ

ととなっている。

子ども・子育て会議の設置9 今後の予定10
第
１
章

第
２
章

第
１
章

第
２
章

第
３
章
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章
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５
章
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第２節　「子ども・子育て新制度」の概要【特集】



（注 1 ）消費税率の引き上げは、経済状況の好転が条件とされている。

（注 2 ）本格施行の時期については、実際の消費税率引上げ時期を踏まえて検討。

（注 3 ）地域子ども ・ 子育て支援事業の関係では、 放課後児童健全育成事業の基準を条例で定める必要がある。

出典：内閣府資料

本格施行までの現時点での想定イメージ第1-2-5図

主な動き
（想定）

4 月　消費税 8 ％引き上げ（注 1 ）
保育緊急確保事業実施

保育緊急確保事業の実施

子ども・子育て本部（内閣府）

一元的実施体制を整備自治体において準備組織を設置

子ども・子育て支援新制度施行準備室（内閣府）

会議等での検討

市町村・都道府県事業計画の検討

会議等での検討 条例の検討

骨格の提示

条例（ 注 3 ）の検討

ガイドライン等の策定

認定こども園職員に対する研修等

届出受理・事業実施準備

認可・確認事務

認定事務

利用者負担の設定

会議等での検討

対象事業、要綱等の検討

保育計画の改定
（特定市町村）

会議等での検討

関係審議会等での検討

実態調査、会議等での検討実態調査

本格施行（注 2 ）
10月　消費税 10％に引き上げ（注 1 ）

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

国で実施 自治体で実施

基本指針・事業計画

認可基準
　（幼保連携型認定こども園）・

確認基準

幼保連携型認定
こども園保育要領

（仮称）
地方版も
順次設置

保育緊急確保事業

実施体制

保育の必要性の
認定基準

公定価格

市町村事業

子
ど
も
・
子
育
て
会
議
設
置
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